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設計成果の品質確保の取り組みの方向性について

【背景とこれまでの取り組みの方向性】

設計業務は設計・施工・管理の上流部分に位置し、公共工事の品質の確保を図る上で
非常に 重要な位置を占めている。

しかしながら、近年、設計ミスの発生などの設計業務の品質低下が指摘されているとこ
ろであり、設計業務について、新たな品質確保の対策を検討してきたところである。

これまでの検討の結果をふまえた、取り組みの方向性は以下の通りである。

○ 品質確保に関わる責任が曖昧なことが、業務品質の低下の一要因と考えられるこ
とから、 受発注者の責任を明確にし、それぞれが、それぞれの役割を十分に果た
す取り組みを充実させる。

（「検査技術基準」および「技術検査基準」の策定 等）

○ 加えて、発注者は、受注者が責務を果たすための意識の向上、環境の整備を実施

（履行期限の平準化、条件明示の徹底、確実な照査の実施 等）

○ これらの取り組みを継続して実施するとともに、対象を拡大し、各種取り組みの定
着を図る。
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発注者の役割・責任と品質確保のための具体的取り組み
取り組み項目 対策概要（目的・効果）

業
務
発
注

発
注
者
の

役
割

①適正な履行期間の設定および履行期
限の平準化
（H23～ 原則、全ての業務）※年間を通して行う業務は除く

・早期発注および適正な履行期間による業務発注に努める。
⇒履行期限の年度末集中による受注者の作業時間・照査時間の不足によるミス発生を回避。

【履行期限目標】12月まで：25％以上、1～2月：25％以上、3月：50％以下

業
務
履
行

契
約
上
の

責
任

②条件明示の徹底
［条件明示チェックシート（案）の活用］
（H24～ 一部の詳細設計業務について試行

H25～ 適用工種を拡大して実施）

・設計業務における発注者の条件明示の徹底
詳細設計業務発注時に、業務履行に必要な設計条件（基本条件や協議の進捗状況、貸与資

料等）を発注者が確認し、適切な時期に受注者に明示。
⇒業務履行における発注者の責任の確実な履行。

受
発
注
者
双
方
の
責
任
の
履
行
促
進
の
た
め
の

業
務
環
境
の
整
備

③合同現地踏査の実施
（H23～ 全ての業務）

・業務着手段階において、受発注者で合同現地踏査を実施。
⇒設計条件・施工の留意点、関連事業の情報、設計方針の明確化・共有を図る。

④業務スケジュール管理表の活用
（H23～ 全ての詳細設計業務）

・受発注者で合意した業務スケジュール管理表を活用。
⇒発注者の判断・指示が必要な事項について、受発注者で協議し、その役割分担、着手日及び
回答期限を定め、明記。
⇒適切な履行期限の延期（繰越を含む）および、委託料の変更の必要性に関する資料として活
用。

⑤ワンデーレスポンスの実施
（H23～ 全ての詳細設計業務）

・受注者により設計条件に関する質問・協議があった際は、その日のうちに回答、検討に時間を
要する場合は、回答可能な日を通知。 ⇒円滑な業務の進捗を図る。

⑥受注者による確実な照査の実施
（H25 照査体制の強化（赤黄チェック）の試行を実施）

・業務スケジュール管理表に照査の実施時期・必要期間を明記することにより、適正な照査期間
を確保。
⇒照査期間に配慮した工程管理。
・照査技術者自身による照査報告 ⇒受注者の照査に対する意識の向上。成績評定への反映。
・入札段階における予定照査技術者の評価 ⇒優れた照査技術者を配置する企業を評価。
・照査体制の強化（赤黄チェック）/照査費用の見直し
⇒データ入力時の不注意・確認不足による図面作成ミス（単純ミス）の防止。

検
査

会
計
法
・
品
確
法
上

の
発
注
者
の
責
任

⑦発注者の行う検査範囲の明確化
「検査技術基準」および「技術検査基準」の策定
（H24～ 設計業務について試行

H25～ 調査設計、測量、地質、発注者支援業務等
のすべての業務で試行を実施）

・発注者の行う検査範囲の明確化による受発注者の責任分担の明確化
会計法に基づく給付の完了の確認ための検査と、品確法に基づく履行の過程及び成果を評価
するための技術検査を明確に区分。
⇒給付の確認ための検査範囲を超えるものは、受注者の責任により品質確保を図ることを明確
化。

受
発
注
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

円
滑
化
の
取
り
組
み
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①適正な履行期間の設定および履行期限の平準化

・適正な履行期間を確保した上で、測量、地質調査及び設計の一連の流れを踏まえ、計画的な業務発注（早期発注）に努め、
履行期限が年度末に集中することを防ぐ。
→履行期限の年度末集中による受注者の作業時間・照査時間の不足により発生する不具合を回避する。

・全ての業務（測量・地質調査・土木関係建設コンサルタント業務）を対象とする。ただし、発注者支援業務等および環境調
査など１年間を通じて実施する業務については、対象外とする。

３．対象

・履行期限の設定については、当該月に履行期限を迎える業務件数の比率が以下の数値になることを目標とする。

４月～１２月 ２５％以上 （４月～１２月の合計）
１月～２月 ２５％以上 （１月～２月の合計）
３月 ５０％以下

なお、業務履行過程における契約内容の変更などにより、やむを得ず履行期間の延長などが発生することを踏まえ、最終
的な履行期限が目標値に達成するよう、当初目標の引き上げや適切な業務管理を図る。

２．実施内容

４．平成２３年度実施状況（速報値）

１．目的
平成２３年度～

Ｈ２２年度にくらべ、Ｈ２３年度は大幅に改善しているが、Ｈ２４年度以降は、ほぼ横ばい。

Ｈ２２実績 Ｈ２３実績 Ｈ２４実績 Ｈ２５実績【H25.12末時点】

４月～１２月 ９．２％ １４．３％ １５．４％ １２．７％
１月～２月 １６．０％ ２１．７％ ２０．２％ ４０．３％（見込み）
３月 ７４．７％ ６３．９％ ６４．４％ ４７．０％（見込み）
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主な増減理由
・４～１２月

補正予算対応
・１～３月

発注手続きの早期化



②条件明示の徹底（条件明示チェックシート（案）の試行）

３．体制

２．実施内容

１．目的
平成２４年度～ 試行

詳細設計業務発注時において、発注者が必要な設計

条件等を確認するためのツールとして、条件明示チェ
ックシート(案)を活用

平成２４年度から一部の詳細設計業務を対象に試行開始、平成２５年度は適用工種を拡大し試行を継続。

平成２６年度からは対象を拡大し、砂防詳細設計についても実施予定

条件明示チェックシート（案）の確認項目

① 適正な履行期間の確保及び履行期限の設定の確認

② 基本的な設計条件・計画条件等の確認

③ 関係機関との調整事項、協議の進捗状況等の確認

④ 貸与資料（測量・地質・予備設計成果等）の確認

⑤ その他（事業間連携、コスト縮減、環境対策等の確認）

発注者の条件明示の遅延等による履行期間の圧迫、作業の手戻り等を回避し、業務成果の品質確保を図る。

• 未確定の設計条件については、条件確定の予定時期や協議の進捗状況
等を条件明示チェックシート（案）に記載し、詳細設計業務の受注者に提示

• 受注者は、発注者から受け取った条件明示チェックシート（案）を業務スケ
ジュール管理表に反映し運用

適切な時期に設計条件を受注者に提示し、発注者の責任を確実に履行

確実な条件明示のための体制として、｢設計業務の条件明示検討会（仮称）｣を開催※し、明示すべき設
計条件について、設計図書に確実に反映できているかを副所長以下の複数の視点で確認

〔開催時期〕 詳細設計業務発注の決裁前に実施
〔確認体制〕 副所長、発注担当課長、調査職員等
〔準備資料〕 条件明示チェックシート（案）、設計図書（特記仕様書他） 等 4

※検討会の開催が有効と判断される業務において開催

H25年度
対象工種

道路詳細設計（平面交差点を含む）、橋梁詳細設計、樋門・樋管詳細設計、
築堤護岸詳細設計、山岳トンネル詳細設計、共同溝詳細設計

：



③合同現地踏査（コミュニケーション円滑化の取組１）

・受発注者が合同で現地踏査を行うことにより、設計条件や施工の留意点、関連事業の情報、設計方針等の明確化・共有を
図る。
→設計方針等を関係者で共有し、設計成果に適切に反映させることにより設計成果の品質向上を図る。

・重要構造物に関する詳細設計業務について、原則実施する。その他の設計業務についても、受発注者合同の現地踏査が
有効な業務については、積極的に実施する。なお、受発注者協議により、複数回実施することも可能とする。

３．対象

■概要

設計に際し留意すべき現地の情報や状況を関係者が一同に会し共有することにより、現地の詳細状況や制約等を成果
品に反映させる。

［事例］
設計条件、施工の留意点、関連事業や計画の進捗、用地取得状況、
進入路、施工ヤード、周辺施設、用排水路 等

■実施体制
受注者 （管理技術者）
発注者 （主任調査員または調査職員、 工事監督者または主任監督員と見込まれる者）

■留意点
・業務内容に応じて、合同現地踏査への「参加者の選定」と「適切な開催時期の設定」を行う。
・受発注者間で事前に確認事項を整理する等、効率的な合同現地踏査の実施に努める。
・実施後は、実施内容について記録等し、受発注者間で情報共有を徹底すること。

２．実施内容

１．目的
平成２３年度～
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・業務履行中に発注者の判断・指示が必要とされる事項の有無について、受発注者間で協議し、その役割分担や着手日、回
答期限等を明確にした「業務スケジュール管理表」を作成し、円滑な業務の実施を図る。
→受発注者の役割分担を明確にし、懸案事項および業務スケジュールを受発者で共有し、円滑な業務の実施を図る。

・全ての詳細設計業務において、原則実施する。ただし、懸案事項等が少なく、通常の工程表による管理のみで円滑に業務
を進めることが出来る場合は対象外とする。

３．対象

■概要

・業務の着手段階及び打合せ実施時において、業務実施中に発注者の判断・指示が必要とされる事項の有無について受
発注者で協議し、役割分担、着手日及び回答期限を業務スケジュール管理表に明記し、適切に業務のスケジュール管理を
図る。

■留意点

・業務スケジュール管理票の作成及び管理は受注者が行うことを原則とするが、作成負担軽減を図るため、業務内容に応
じて「様式の簡素化や自由度の向上」を図る。

→過度に複雑化せずに受発注者双方が利用しやすい様式とする。
・やむを得ず履行期間の延長及び契約内容の変更が必要となった場合は、適切な履行期間の確保を図る。
・必要に応じ、繰越処理を行う場合は、その必要性に関する資料として、業務スケジュール管理表を活用すること。

２．実施内容

１．目的
平成２３年度～

④業務スケジュール管理表（コミュニケーション円滑化の取組２）

6



・受注者により設計条件に関する質問・協議があった際は、その日のうちに回答、検討に時間を要する場合は、回答可能な日
を通知することにより、円滑な業務の進捗を図る。

・Ｈ２３、Ｈ２４： 全ての詳細設計業務において、原則実施。
・Ｈ２５ ： 対象を拡大し、全ての測量業務、地質調査業務、土木関係コンサルタント業務において実施。

３．対象

■概要

・業務履行中に受注者より設計条件等に関する質問・協議があった場合には、その日のうちに回答することを原則とするが、
回答に検討期間を要する場合は、受注者に優先順位や重要度を確認した上で、発注者は適切な時期に回答期限を設定し、
確実な回答を行う。
■留意点
・回答期限を超過する場合は、新たな回答期限の連絡を徹底する。
・回答に重要な判断を必要とする場合は、事務所内の統一見解を確認する等、回答内容の確実性を重視する。

２．実施内容

１．目的

平成２３年度～
⑤ワンデーレスポンス（コミュニケーション円滑化の取組３）
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⑥-1照査の確実な実施

・詳細設計照査要領の実施の義務付け、必要な照査期間の確保、照査技術者自身による照査報告の実施により、受注者に
よる確実な照査を実施するための環境を整備する。

① 詳細設計業務 ８工種

②・③ 全ての詳細設計業務において、原則実施する。

３．対象

① 「詳細設計照査要領」の義務付け （H7～ 詳細設計業務 ８工種）
基本事項の照査については、「詳細設計照査要領」に基づき実施することを特記仕様書で義務付けることにより、基本的

事項の照査内容の統一を図り、成果品の品質確保を図る。

②照査期間の確保 （H23.12～）

業務着手段階において、照査の実施時期、必要な期間について、受発注者で協議の上、その着手日及び期限を定め、業
務管理スケジュール表等に明示することにより、照査期間を配慮した工程管理を行う。

③照査技術者自身による照査報告 （H23.12～）

業務の成果品納入時において、成果品のうち照査報告書については、照査技術者自身による報告を原則とすることによ
り、受注者の照査に対する意識の向上を図る。また、成果品の納入時以外においても、必要に応じて、照査技術者自身か
らの照査報告を実施できるものとする。

２．実施内容

１．目的
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⇒ 詳細設計照査要領については平成11年3月以降照査要領の更新がなされていないため、平成２６年度、現行技術
基準への対応等の見直しを実施予定



⑥-２照査の確実な実施 （単純ミスの防止）

照査体制を強化し、設計不具合の主要因であるデータ入力時の不注意・確認不足による図面作成ミス（単純ミス）を減らす。

・平成２５年度試行を開始
・６０業務（５１工種）の詳細設計業務で試行を実施中（H25.12末時点）

４．対象

詳細設計業務の受注者は、照査について、確認・修正結果を設計図面、設計計算書及び数量計算書（以下、設計図面等）
に書き込み、それらを残す等、照査の根拠となる資料を示すことができる照査方法（※１）で行い、その分の照査歩掛を上乗
せ。また、成果品納入時における照査報告において、設計図面等における照査の根拠となる資料を示すことができるものを提
示（※２）する。

※１：照査については、受注者の責任において実施すべきものであるため、ここでいう「照査結果の根拠資料を示すことができる照査方法」は、受
注者の任意の方法とし、発注者は指定しない。ただし、照査方法の具体例として、下記の「赤黄チェック」を参考として挙げる。

※２：照査の根拠となる資料は、提示のみとし、成果品として納める必要はない（提出用に体裁を整える必要なはい）が、照査報告書および打合せ
記録簿に、照査の根拠となる資料の提示の有無を記載するものとする。

２．実施内容

１．目的
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第○条 成果品の照査
本業務における照査については、受注者の責任において、確実に実施すべきものとし、確認・修正結果を設計図面、設計計算書及び数量計算

書に書き込み、それらを残す等、照査の根拠となる資料を示すことができる照査方法も含むものとする。確認・修正結果は成果品として提出の必
要はないが、成果品納入時の照査報告の際に発注者に提示するものとする。

３．特記仕様書記載例（イメージ）

平成２５年度試行を実施

赤黄チェック：設計図と設計計算書、設計図と数量計算書、相互の整合について、設計図、設計計算書、数量計算書に赤書きで確認チェックマーク
を入れ、修正箇所は黄色で消し赤書により訂正（建設コンサルタント協会の「品質向上に係る品質向上推進ガイドライン（GL）」の施策）。設計図不
具合の主要因である単純ミス（図面作成ミス データ入力時の不注意・確認不足）を減らすために有効。



⑦発注者の行う検査範囲の明確化

・会計法に基づく給付の確認ための検査と、品確法に基づく技術的な検査および成績評価のための技術検査を明確に区分。
→発注者の行う合理的な検査（給付の確認）の範囲を明確化し、受発注者の責任分担を明確にする。

・平成２４年度以降に契約を締結する設計業務において試行。
・平成２５年度より、調査・設計、測量、地質及び発注者支援業務等のすべての業務に対象を拡大し試行を実施。

３．対象

２．概要

１．目的

○会計法に基づく検査「給付の確認のための検査」（検査技術基準）と、品確法に基づく技術検査「評価のための検査」（技
術検査要領、技術検査基準）を策定。

○会計法に基づく検査「給付のための検査」

地方建設局委託設計業務等調査検査要領

土木設計業務等検査技術基準(案)

・会計法に基づく検査の内容を規定

土木設計業務等技術検査要領(案)

土木設計業務等技術検査基準(案)

○品確法に基づく技術検査「評価のための検査」

・業務成績の評定を規定

【給付のための検査と評価のための検査を分離】 今回策定した基準類（例：設計）

・「検査技術基準」に基づき、発注者が仕様書等に示した設計条
件並びに業務中に行った指示事項の成果品への反映状況を適正
に確認することを基本とし、給付の適否を判断する。

・同じ数値条件や構造物の形式に基づく数値であって、確認数が
多いものに係る検査においては、成果品のうち設計全体を示す図
面及び設計計算書における設定（入力）条件を抽出して確認する。
（抽出の対象外となった成果品は検査対象外）

・照査については、受注者がその責務において実施するものであ
るため、照査報告書の押印の確認のみとする。

・「技術検査基準」に基づき、品質の程度を判断し、その結果を業務成
績評定として示す。

※品質確保は、受注者の責任により実施されるものであるため、技術
検査の実施をもって業務の成果品に対して発注者が責任を負うもの
ではない。

平成２４年度試行
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三者会議で修正された不具合

平成25年度の三者会議にて、施工着手前に修正された不具合は、会議実施工事の
40.1%であり、設計者と施工者の情報の共有により、施工段階の手戻りが防がれている。

不具合の発生割合いは、平成２４年度から減少しているが、依然として不具合が多く、
これらを減らして行く必要がある。 *1 三者会議：発注者、設計者、施工者の三者が設計思想の伝達及び情報共有を図る会議

*2 語句の修正等、施工される構造物に影響のない部分の修正は除く

11

不具合あり

６８２業務

（４０.１％）不具合なし

１０１７業務

（５９.９％）

不具合あり

554業務

（46.7%）不具合なし

633業務

（53.3%）

対象：平成２４年度４～12月に三者会議
を実施した土木工事に関する設計業務

（有効サンプル1187業務）

対象：平成２5年度４～12月に三者会議
を実施した土木工事に関する設計業務
（有効サンプル1699業務）



三者会議で修正された不具合（設計年度別） （Ｈ２５）

設計年度別不具合発生率

設計年度別
設計業務数

平成２５年度４～12月に三者会議を実施した
土木工事に関する設計業務（有効サンプル1699業務）

設計年度別不具合発生率

設計年度別
設計業務数

平成２４年度４～12月に三者会議を実施した
土木工事に関する設計業務（有効サンプル1187業務）

69.6%

52.4% 53.2%
47.3%

33.9%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

H20以前 H21 H22 H23 H24

不具合発生率

468業務

（27.5%）

140業務

（8.2%）

350業務

（20.6%）

559業務

（32.9%）

175業務

（10.3%）

7業務

（0.4%）
H21以前

H22

H23

H24

H25

不明・未回答
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47.0%
40.0% 37.7% 41.3%

22.3%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

H21以前 H22 H23 H24 H25

不具合発生率

276業務

（23.3%）

168業務

（14.2%）

154業務

（13.0%）

364業務

（30.7%）

59業務

（5.0%）

166業務

（14.0%） H20以前

H21

H22

H23

H24

未回答

▲13.4%
▲19.0%

H25調査の不具合発生率は、全体で6.7ポイント減少しているが、設計年度別の各年度の不具合発生率は、10
ポイント程度減少している。一方で、最新の設計成果での不具合発生率の対前年度減少幅は、H25調査で19ポ
イント、H24調査で13.4ポイント減少している。

品質の向上が見られる一方で、古い成果品ほど不具合が多いという傾向は共通しており、時間とともに設計成
果と当時の現場条件が合わなくなる等、必ずしも不具合の中身が設計ミスだけではないということも分かる。



0業務 100業務 200業務 300業務

橋梁設計（詳細）

道路設計（詳細）

護岸設計（詳細）

堤防、護岸設計（詳細）

山岳トンネル設計（詳細）

樋門設計（詳細）

平面交差点設計（詳細）

排水機場設計（詳細）

電線共同溝設計（詳細）

その他

橋梁補強設計（詳細）

一般構造物設計（詳細）

砂防えん堤及び床固め工設計（詳細）

シールドトンネル設計（詳細）

山腹工設計（詳細）

歩道設計

堰設計（詳細）

護岸工設計（詳細）

トンネル設備設計（詳細）

水門設計（詳細）

共同溝設計（詳細）

立体交差点設計（詳細）

橋梁拡幅設計（詳細）

雪崩防止施設設計（詳細）

地すべり防止施設設計（詳細）

床止め設計（詳細）

突堤設計（詳細）

渓流保全工設計（詳細）

土石流対策工・流木対策工設計（詳細）

道路休憩施設設計（詳細）

地下横断歩道等設計（詳細）

業務数

不具合あり

不具合なし

不具合発生率：64.0%

不具合発生率：46.5%
不具合発生率：28.2%

不具合発生率：71.4%

不具合発生率：42.1%

不具合発生率：45.0%

不具合発生率37.9%

不具合発生率： 39.5%

不具合発生率：42.6%

不具合発生率：36.4%

不具合発生率：8.3%

不具合発生率：25.0%

不具合発生率：30.0%

不具合発生率：0%

不具合発生率：44.4%

不具合発生率：100.0%

0業務 100業務 200業務 300業務 400業務

橋梁設計（詳細）

道路設計（詳細）

護岸設計（詳細）

堤防、護岸設計（詳細）

山岳トンネル設計（詳細）

樋門設計（詳細）

平面交差点設計（詳細）

排水機場設計（詳細）

電線共同溝設計（詳細）

その他

橋梁補強設計（詳細）

一般構造物設計（詳細）

砂防えん堤及び床固め工設計（詳細）

シールドトンネル設計（詳細）

山腹工設計（詳細）

歩道設計

堰設計（詳細）

護岸工設計（詳細）

トンネル設備設計（詳細）

水門設計（詳細）

共同溝設計（詳細）

立体交差点設計（詳細）

橋梁拡幅設計（詳細）

床止め設計（詳細）

突堤設計（詳細）

渓流保全工設計（詳細）

土石流対策工・流木対策工設計（詳細）

雪崩防止施設設計（詳細）

道路休憩施設設計（詳細）

地下横断歩道等設計（詳細）

業務数

不具合あり

不具合なし

不具合発生率：60.9%

不具合発生率：33.6%

不具合発生率：19.5%

不具合発生率：47.9%

不具合発生率：36.6%

不具合発生率：9.7%

不具合発生率26.4%

不具合発生率： 44.2%

不具合発生率：21.2%

不具合発生率：25.0%

不具合発生率：0%

不具合発生率：22.2%

不具合発生率：33.3%

不具合発生率：0%

不具合発生率：28.1%

不具合発生率：0%

三者会議で発覚した設計の不具合

詳細設計照査
要領の対象

８工種の設計業務

対 象：平成２５年度４～12月に
三者会議を実施した土木工事に関す
る設計の不具合（有効サンプル1699業務）

対 象：平成２４年度４～12月に
三者会議を実施した土木工事に関す
る設計の不具合（有効サンプル1187業務）
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50箇所

143箇所

245箇所

464箇所

176箇所

1853箇所
334箇所

138箇所

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

基準適用ミス

設計（構造）条件の設定ミス

現場条件の設定ミス（構造に係る事項）

現場条件の設定ミス（施工に係る事項）

設計計算ミス

図面作成ミス（全体一般図・構造図・配筋図）

数量計算ミス

その他のミス

技
術

的
判

断
ミ

ス

理
解

不
足

単
純

ミ
ス

不具合の箇所数

50箇所

105箇所

265箇所

443箇所

190箇所

1170箇所

216箇所

326箇所

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

基準適用ミス

設計（構造）条件の設定ミス

現場条件の設定ミス（構造に係る事項）

現場条件の設定ミス（施工に係る事項）

設計計算ミス

図面作成ミス（全体一般図・構造図・配筋図）

数量計算ミス

その他のミス

技
術

的
判

断
ミ

ス

理
解

不
足

単
純

ミ
ス

不具合の箇所数

三者会議で発覚した設計の不具合

対 象：平成２４年度４～12月に三者会議を実施した土木工事に関する設計の不具合(有効サンプル2765箇所）

対 象：平成２５年度４～12月に三者会議を実施した土木工事に関する設計の不具合(有効サンプル3403箇所）

不具合を原因別に見ると、依然として、図面作成ミス、現場条件設定ミスの順に多い。

図面作成ミスは、受注者による確実な照査の実施の取組みにより、現場条件設定ミスは、条件
明示の徹底及び合同現地踏査の実施の取組みにより改善を図る。
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今後の課題

15

○ これまでの検討成果をうまく回して行く方法について

・職員数の不足、業務量の増大の中でいかに品質確保の取組みを馴染ませるか
（cf.研修に組み込む、事務作業の軽減 など）

○ 第三者照査導入にむけた検討について

・第三者照査が有効な業務は何か

（工種・業務性質等、分類の切り口の検討）

・第三者照査がうまく回るために必要な要素は何か
（責任分担の考え方、制度設計など）

○ 設計ミスの分析について

・三者会議での不具合から見たマクロ分析から、それぞれの分類（工種、原因等）の
個々の特徴の具体的な分析へ移行



（参考）照査体制の種類

②社外第三者照査（受注者以外の第三者による照査）の体制

照査者

照査技術者

（社外の第三者）※一部の地方整備局で、
低入札業務について実施

発注者
契約 設計者

管理技術者

担当技術者

受注者

照査者

照査技術者

設計中に契約

③クロスチェックの体制

設計点検者

設計者

管理技術者

担当技術者

発注者

（第三者）

契約
受注者

照査者

照査技術者

設計後に契約

※一部の地方整備局で実施

①現行の照査体制

設計者

管理技術者

担当技術者

発注者
契約

受注者

照査者

照査技術者 ※主要８工種については、「詳細設
計照査要領」に基づく照査の実施を
特記仕様書で義務付け。
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①現行の照査体制 ②社外第三者照査 ③クロスチェック

責任分担

○受発注者間の責任分担は明確 ○受発注者間の責任分担は明確

▲社内照査技術者と、社外第三者
照査技術者との責任分担を明確
にする必要がある

○受発注者間の責任分担は明確

▲社内照査技術者と、別契約の設
計点検者との責任分担を明確に
する必要がある

費用増加
▲増加小：体制の変更はないため、
照査歩掛の割増しにより対応

▲増加大：再委託が必要なため、
一般管理費等の経費が必要

▲増加大：別業務となるため、一般
管理費等の経費が必要

発注者の負担 ○現行と変化なし ○現行と変化なし

▲発注業務数が増加
（複数の照査対象業務を束ねて
一つのクロスチェック業務を発注
すれば、発注数量の増加を抑える
ことは可能）

照査技術者の
評価

○現行と変化なし
▲社内照査技術者と、社外第三者
照査技術者の評価をどのように考
えるかの検討が必要

▲社内照査技術者と、別契約の設
計点検者の評価をどのように考え
るかの検討が必要

その他課題

▲社外第三者照査技術者への、
照査の丸投げをどのように禁止す
るか

▲複数の業務を束ねて一つのクロ
スチェック業務とする場合、年度
末（工期末）の照査の集中が発生

（参考）照査体制強化等に係る課題

凡例）○…課題なし ▲…課題あり ※赤字は、特に検討が必要な項目
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１．社内照査技術者と第三者照査技術者との責任分担

２．照査技術者の評価

（参考）検討課題の考え方の方向性について（検討例）

案１：照査の役割分担を行う案

社内照査技術者 社外第三者照査技術者 又は 設計点検者

案１－１
（適合性確認案）

発注条件（基準適合性は除く）、設計の考え方、
構造細目等のチェック及び技術計算の検算

技術基準類への適合性の確認

案１－２
（単純ミス確認案）

発注条件、設計の考え方、構造細目等のチェッ
ク

技術計算等の検算、転記ミスのチェック

案１－３
（案１－１と１－２の両方案）

発注条件（基準適合性は除く）、設計の考え方、
構造細目等のチェック

技術基準類への適合性の確認
技術計算等の検算、転記ミスのチェック

案２：責任を半々とする案 （単なるダブルチェックとする案）
・単なるダブルチェックとし、瑕疵が生じた場合には、半々で損害賠償を負う 等
※ただし、クロスチェックの受注業者が過度のリスクを負う問題点あり。

（複数の照査対象業務を束ねて一つのクロスチェック業務を発注している場合、業務成績評定の減点時 等）

社内照査技術者
社外第三者照査技術者

又は 設計点検者
備 考

案A それぞれ独立に評価する 「③クロスチェック」に適している

案B 同じ評価とする 「③クロスチェック」の場合、リスクの負担に難あり

案C 評価する 評価しない 「②社外第三者照査」に適している

※責任分担とセットで、適切な評価方法を選択する必要あり。
※「１．」で案１を採用し、「２．」で案A を採用する場合には、照査の内容が違うため、照査技術者の評価を「社内

照査技術者としての評価」と「社外第三者照査技術者 （又は 設計点検者）としての評価」で分ける必要も検討。

18


